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市街地に残された貴重な巨⽊や
クロマツ等の保存・保護を⽬的と
して、樹⽊の所有者との間で協定
を締結し、良好な状態に維持す
るための剪定等の費⽤の⼀部を
補助⾦として交付するものです。

市川市保存樹⽊管理等
補助⾦交付制度とは︖

市川市保存樹⽊管理等
補助⾦交付制度のご案内

【ご申請・お問い合わせ】

◆対象となる樹⽊は︖

地上１.2ｍの⾼さにおける
幹回りが3m以上
ただし、クロマツは1.5m以上

※新規に協定の締結を希望され
る⽅は、調査・確認しますの
で、事前にご連絡ください。

◆補助⾦はいくらまで︖

樹⽊1本あたり
剪定費⽤の２分の１
ただし、
補助⾦額上限２０万円
※予算の範囲内に限ります。
※森林環境譲与税を活⽤し、上限
をこれまでの3万円から20万円
に拡⼤しています。(R5.4.1〜)

地⽅⾃治体が実施する森林整備
等の財源にあてるため、⼈⼝や
森林⾯積等に応じて、令和元年
度より国から交付されているも
のです。
市川市では策定した基本⽅針に
沿って、今後も関係団体等と協
議をしながら活⽤していきます。

◆森林環境譲与税とは︖

諏訪神社の協定樹⽊（令和6年6⽉撮影）


